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別紙 

 

研究論文等部外発表事務処理要領 

 

（趣旨） 

第１条 この研究論文等部外発表事務処理要領（以下「要領」という。）は、防

衛装備庁の研究開発活動について、国民の理解と関心を深め、成果を普及させ

るとともに、部外の学識経験者と議論を行うこと等により技術的妥当性を検

証するため、職員等が研究論文等を部外へ発表する場合の事務処理等に関し

必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げる

ところによる。 

⑴ 研究論文等 職員の職務に関連する技術研究開発についての知識及び技

術を内容とした著作物をいう。 

⑵ 部外 学会、協会、工業会、出版社、報道機関等の法人又は団体をいう。 

（部外発表の承認） 

第３条 職員は、研究論文等を部外へ発表しようとするときは、あらかじめ防衛

技監の承認を得なければならない。 

（承認の申請） 

第４条 職員は、前条の承認を得ようとするときは、技術戦略部長が別に定める

申請書（以下「申請書」という。）に所要事項を記載し、発表しようとする研

究論文等の原稿又は要旨等を添えて、順序を経て内部部局にあっては部長又

は長官官房装備官、施設等機関にあっては研究所長又は試験場長（以下「部長

等」という。）に提出するものとする。 

（審査及び上申） 

第５条 部長等は、前条により提出された申請書及び研究論文等について次の

事項に関して検討及び審査するものとする。 

⑴ 秘密の保全に関すること。 

⑵ 職務発明に関する訓令（昭和３９年防衛庁訓令第４６号）第１７条に基づ

く秘密の保持に関すること。 

⑶ 技術的水準の妥当性に関すること。 

⑷ 装備品等の研究開発に関する訓令（平成２７年防衛省訓令第３７号）に基

づく技術研究開発の諸計画等との関連における支障の有無に関すること。 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、部外へ発表することが適当でないと認めら

れる事項に関すること。 



 

 

２ 部長等は、前項により部外へ発表することが適当であると認められるもの

については承認希望日の原則３週間前までに防衛技監（技術戦略部長気付）に

上申するものとする。 

（照会及び通知） 

第６条 技術戦略部長は、前条第２項の上申があった際に必要がある場合は、他

の関係する部長等に照会するものとする。 

２ 技術戦略部長は、前条第２項の上申に対し防衛技監が承認又は不承認を決

定したときは、速やかに当該上申をした部長等へその旨を通知するものとす

る。 

（発表した研究論文等の提出及び保管等） 

第７条 部外発表についての承認を受けた職員は、発表後速やかに、発表した研

究論文等を技術戦略部技術振興官へ提出するものとする。 

２ 発表した研究論文等の保管及び統計等に必要な事務は、技術戦略部技術振

興官が行う。 

（部外発表に関する所管除外規定） 

第８条 国内部外機関との技術協力及び技術交流並びに国際協力及び国際交流

において発表及び提供される資料については、この要領の規定は適用しない。 

（委任規定） 

第９条 この要領で定めるもののほか、細部に関する事項は、技術戦略部長の定

めるところによる。 

（経過措置） 

第１０条 令和５年７月３１日までになされた、職員等が研究論文等を部外へ

発表する場合の事務処理について（装技振第２８号。２７．１０．１）別紙第

４条第１項に基づく承認の申請及び第５条第２項に基づく上申については、

令和５年８月１日以後も、なおその効力を有するものとする。 


